
1/3  

○ 埼 玉 県 青 少 年 健 全 育 成 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 新 旧 対 照 表                       （ 傍 線 の 部 分 は 、 改 正 部 分 ） 

 

改 正 後 現   行 
埼 玉 県 青 少 年 健 全 育 成 条 例 施 行 規 則 埼 玉 県 青 少 年 健 全 育 成 条 例 施 行 規 則 

 （ 性 的 好 奇 心 を そ そ る お そ れ が あ る 衣 服 等 ）  （ 新 設 ） 

第 一 条 条 例 第 三 条 第 十 二 号 ニ ⑴ に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 衣 服 は 、 水 着 又 は

下 着 と す る 。 

 

２ 条 例 第 三 条 第 十 二 号 ニ ⑵ に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 衣 服 は 、 学 校 教 育 法

（ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る 学 校 に お い て 着 用 を 指

定 す る 生 徒 制 服 又 は 体 操 着 と す る 。 

 

３ 条 例 第 三 条 第 十 二 号 ニ ⑶ に 規 定 す る 文 字 、 数 字 そ の 他 の 記 号 は 、 別 表 の

と お り と す る 。 

 

４ 条 例 第 三 条 第 十 二 号 ニ ⑶ に 規 定 す る 映 像 、 写 真 又 は 絵 は 、 第 二 項 に 規 定

す る 生 徒 制 服 若 し く は 体 操 着 又 は こ れ ら を 着 用 す る 人 の 姿 態 を 表 す も の

と す る 。 

 

  

第 二 条 ～ 第 五 条 （ 略 ） 第 一 条 ～ 第 四 条 （ 略 ） 

  

（ 従 業 者 名 簿 ） （ 新 設 ） 

第 六 条 有 害 役 務 営 業 者 は 、 当 該 有 害 役 務 営 業 に 係 る 業 務 に 従 事 す る 者 が 退

職 し た 日 か ら 起 算 し て 三 年 を 経 過 す る 日 ま で 、 そ の 者 に 係 る 条 例 第 十 七 条

の 七 の 従 業 者 名 簿 を 備 え て お か な け れ ば な ら な い 。 

 

２ 条 例 第 十 七 条 の 七 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 有 害 役 務 営 業 に 従 事

す る 者 に 係 る 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。 

 

一 氏 名  

二 生 年 月 日  

三 住 所  

四 性 別  

五 採 用 年 月 日  

六 従 事 す る 業 務 の 内 容  

七 退 職 （ 死 亡 を 含 む 。 ） の 年 月 日 及 び そ の 事 由  

  

第 七 条 ～ 第 十 一 条 （ 略 ） 第 五 条 ～ 第 九 条 （ 略 ） 

  

別 表 （ 第 一 条 関 係 ）  
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改 正 後 現   行 

 Ｊ Ｋ 、 1
5
歳 、 1
6
歳 、 1
7
歳 、 1
8
歳 、 高 １ 、 高 ２ 、 高 ３ 、 高 校 １ 年 生 、 高 校 ２ 年 生 、 高 校 ３ 年

生 、 こ ど も 、 イ ン タ ー ハ イ 、 ジ ャ ー ジ 、 ス ク ー ル 、 ス ク ー ル 水 着 、 ス ク 水 、 セ ー ラ ー 服 、 テ ィ ー

ン 、 テ ス ト 、 ブ ル マ 、 ブ レ ザ ー 、 ラ ン ド セ ル 、 乙 女 、 女 の 子 、 開 校 、 課 外 、 学 院 、 学 園 、 学 生 、

学 生 服 、 学 年 、 学 校 、 家 庭 科 、 教 育 実 習 生 、 教 師 、 教 室 、 現 役 、 高 校 、 高 校 生 、 校 則 、 公 立 、 黒

板 、 在 校 生 、 児 童 、 授 業 、 授 業 料 、 出 席 表 、 出 席 簿 、 少 女 、 女 子 校 生 、 女 子 高 生 、 私 立 、 新 学 期 、

新 入 生 、 生 徒 、 制 服 、 先 生 、 全 日 制 、 卒 業 、 体 育 祭 、 体 操 着 、 体 操 服 、 担 任 、 中 学 生 、 通 学 路 、

転 校 生 、 同 級 生 、 登 校 、 当 校 、 特 待 生 、 日 直 、 入 学 、 部 員 、 部 活 、 部 活 動 、 放 課 後 、 娘 、 優 等 生 

備 考 平 仮 名 、 片 仮 名 、 漢 字 又 は ロ ー マ 字 の 表 示 又 は 当 て 字 に よ つ て 同 一

に 呼 称 す る も の を 含 む 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 式 第 一 号 （ 第 ３ 条 関 係 ） （ 略 ） 

様 式 第 二 号 （ 第 ３ 条 関 係 ） （ 略 ） 

様 式 第 三 号 （ 第 ３ 条 関 係 ） （ 略 ） 

様 式 第 四 号 （ 第 ３ 条 関 係 ） （ 略 ） 

様 式 第 五 号 （ 第 ５ 条 関 係 ） （ 略 ） 

 

様 式 第 一 号 （ 第 ２ 条 関 係 ） （ 略 ） 

様 式 第 二 号 （ 第 ２ 条 関 係 ） （ 略 ） 

様 式 第 三 号 （ 第 ２ 条 関 係 ） （ 略 ） 

様 式 第 四 号 （ 第 ２ 条 関 係 ） （ 略 ） 

様 式 第 五 号 （ 第 ４ 条 関 係 ） （ 略 ） 
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改 正 後 現   行 
様 式 第 六 号 （ 第 1
1 条 関 係 ） 表 面 （ 略 ） 

裏 面 

            埼 玉 県 青 少 年 健 全 育 成 条 例 抜 粋 

 （ 条 例 の 解 釈 適 用 ） 

 第 ８ 条 こ の 条 例 は 、 青 少 年 の 健 全 な 育 成 を 図 る た め に の み 適 用 す る も の で あ つ て 、 こ れ 

  を 拡 張 し て 解 釈 し 、 県 民 の 自 由 と 権 利 を 不 当 に 制 限 す る よ う な こ と が あ つ て は な ら な い 。 

  （ 立 入 調 査 ） 

 第 2
6
条 知 事 は 、 こ の 条 例 の 施 行 に 必 要 な 限 度 に お い て 、 そ の 指 定 す る 職 員 に 、 次 に 掲 げ 

  る 場 所 に 立 ち 入 り 、 業 務 の 状 況 を 調 査 さ せ 、 又 は 関 係 人 に 質 問 さ せ 、 若 し く は 資 料 を 提 出 さ 

  せ る こ と が で き る 。 

  ⑴ 図 書 等 又 は が ん 具 等 の 販 売 又 は 貸 付 け を 営 む 場 所 

  ⑵ 興 行 を 行 う 場 所 

  ⑶ 利 用 カ ー ド 等 の 販 売 を 営 む 場 所 

  ⑷ 質 屋 、 古 物 商 又 は 貸 金 業 を 行 う 者 の 営 業 所 

  ⑸ 店 舗 型 有 害 役 務 営 業 の 営 業 所 

  ⑹ 無 店 舗 型 有 害 役 務 営 業 の 事 務 所 、 受 付 所 又 は 待 機 所 （ 客 の 依 頼 を 受 け て 派 遣 さ れ る 

    第 ３ 条 第 1
2
号 イ か ら ハ ま で に 規 定 す る 役 務 を 行 う 者 を 待 機 さ せ る た め の 施 設 を い う 。 ） 

  ⑺ 第 2
1
条 の ２ 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 営 業 を 行 う 場 所 

  ⑻ イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 す る こ と が で き る 端 末 装 置 を 公 衆 の 利 用 に 供 す る 場 所 

  ⑼ 携 帯 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト 事 業 者 等 の 営 業 所 、 事 務 所 そ の 他 の 事 業 場 

  ⑽ テ レ ビ ゲ ー ム 機 、 ス ロ ッ ト マ シ ン そ の 他 の 遊 技 機 を 設 置 し て 客 に 遊 技 を さ せ る 営 業 

   （ 風 適 法 第 ２ 条 第 １ 項 第 ４ 号 に 規 定 す る 営 業 を 除 く 。 ） を 行 う 場 所 

 ２ 前 項 の 規 定 に よ り 立 入 調 査 又 は 質 問 を す る 職 員 は 、 そ の 身 分 を 示 す 証 明 書 を 携 帯 し 、 

  関 係 人 に 提 示 し な け れ ば な ら な い 。 

 ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 立 入 調 査 及 び 質 問 の 権 限 は 、 犯 罪 捜 査 の た め に 認 め ら れ た も の と 

  解 釈 し て は な ら な い 。 

  （ 罰 則 ） 

 第 2
9
条 の ２ 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 2
0
万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。 

  ⑵ 第 2
6
条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 調 査 を 拒 み 、 妨 げ 、 若 し く は 忌 避 し 、 又 は 同 項 の 規 定 に よ 

   る 質 問 に 対 し て 答 弁 を せ ず 、 若 し く は 虚 偽 の 答 弁 を し 、 若 し く は 同 項 の 規 定 に よ る 資 料 の 

   提 出 を せ ず 、 若 し く は 虚 偽 の 資 料 を 提 出 し た 者 

 

様 式 第 六 号 （ 第 ９ 条 関 係 ） 表 面 （ 略 ） 

裏 面 

              埼 玉 県 青 少 年 健 全 育 成 条 例 抜 粋 

 （ 条 例 の 解 釈 適 用 ） 

 第 ８ 条 こ の 条 例 は 、 青 少 年 の 健 全 な 育 成 を 図 る た め に の み 適 用 す る も の で あ つ て 、 こ れ 

  を 拡 張 し て 解 釈 し 、 県 民 の 自 由 と 権 利 を 不 当 に 制 限 す る よ う な こ と が あ つ て は な ら な い 。 

  （ 立 入 調 査 ） 

 第 2
6
条 知 事 は 、 こ の 条 例 の 施 行 に 必 要 な 限 度 に お い て 、 そ の 指 定 す る 職 員 に 、 次 に 掲 げ 

  る 場 所 に 立 ち 入 り 、 業 務 の 状 況 を 調 査 さ せ 、 又 は 関 係 人 に 質 問 さ せ る こ と が で き る 。 

 

  ⑴ 図 書 等 又 は が ん 具 等 の 販 売 又 は 貸 付 け を 営 む 場 所 

  ⑵ 興 行 を 行 う 場 所 

  ⑶ 利 用 カ ー ド 等 の 販 売 を 営 む 場 所 

  ⑷ 質 屋 、 古 物 商 又 は 貸 金 業 を 行 う 者 の 営 業 所 

 

 

 

  ⑸ 第 2
1
条 の ２ 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 営 業 を 行 う 場 所 

  ⑹ イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 す る こ と が で き る 端 末 装 置 を 公 衆 の 利 用 に 供 す る 場 所 

  ⑺ 携 帯 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト 事 業 者 等 の 営 業 所 、 事 務 所 そ の 他 の 事 業 場 

  ⑻ テ レ ビ ゲ ー ム 機 、 ス ロ ッ ト マ シ ン そ の 他 の 遊 技 機 を 設 置 し て 客 に 遊 技 を さ せ る 営 業 

   （ 風 適 法 第 ２ 条 第 １ 項 第 ４ 号 に 規 定 す る 営 業 を 除 く 。 ） を 行 う 場 所 

 ２ 前 項 の 規 定 に よ り 立 入 調 査 又 は 質 問 を す る 職 員 は 、 そ の 身 分 を 示 す 証 明 書 を 携 帯 し 、 

  関 係 人 に 提 示 し な け れ ば な ら な い 。 

 ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 立 入 調 査 及 び 質 問 の 権 限 は 、 犯 罪 捜 査 の た め に 認 め ら れ た も の と 

  解 釈 し て は な ら な い 。 

  （ 罰 則 ） 

 第 3
0
条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 1
0
万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。 

  ⑷ 第 2
6
条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 調 査 を 拒 み 、 妨 げ 、 又 は 忌 避 し た 者 

 
 

 


